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鹿嶋市教育委員会告示 第１号 

 

 鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱を次のように定める。 

 

   令和５年８月２８日 

 

鹿 嶋 市 長  田 口 伸 一    

  

鹿嶋市教育委員会教育長  川 村   等    

 

 

鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，施設等の安定的な財源の確保による持続可能な運営及び市民サ

ービスの向上を図るため，ネーミングライツ事業を実施することに関し，別に定め

があるものを除くほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）施設等 市が所有する公共施設（公共施設の一部を対象とする場合を含む。）

及び市が主催するイベントをいう。 

 （２）事業者 法人，法人以外の団体若しくはこれらで構成される団体又は事業を

営む個人をいう。 

 （３）ネーミングライツ 事業者が施設等の愛称を決定する権利をいう。 

 （４）ネーミングライツ事業 事業者に施設等のネーミングライツを付与し，その

対価として金銭（以下「ネーミングライツ料」という。）を得る事業をいう。 

 （５）ネーミングライツパートナー 施設等のネーミングライツを付与された事業

者をいう。 

（事業の基本原則） 

第３条 ネーミングライツ事業は，施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法に

より実施するとともに，対象となる施設の公共性を考慮し，社会的な信頼性及び事

業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。 

２ 市は，ネーミングライツ事業によって決定した愛称を積極的に使用するものとす

る。 

３ 市は，市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし，必要に



応じて，愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用するものとする。 

４ 施設等のうち，名称の設定に特段の経緯があるものや施設の性格上，愛称を付す

るのが適当でないと判断する施設等は，ネーミングライツ事業の対象外とする。 

５ 市は，指定管理者制度導入施設（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこ

ととしている施設をいう。以下同じ。）においてネーミングライツ事業を実施しよ

うとするときは，指定管理者から十分に意見や要望を聴取した上で，実施の可否を

判断するものとする。 

（ネーミングライツパートナーの要件） 

第４条 ネーミングライツパートナーとなることができる事業者は，次の各号のいず

れにも該当しないものとする。 

（１）ネーミングライツパートナーとして十分な資力及び信用を有しないもの 

（２）鹿嶋市広報広告掲載基準（平成２１年告示第１２号）第２条各号に掲げる業

種又は事業者に該当するもの 

（３）政治団体又は宗教団体 

（４）衆議院議員，参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の職にあ

る者が役員を務める団体 

（５）第８条の規定による申請をした時点で，国税及び地方税を滞納しているもの 

（６）その他市長が適当でないと認めるもの 

（愛称の要件） 

第５条 ネーミングライツ事業により，決定される愛称は，親しみやすさ，呼びや

すさ等の観点から市民の理解が得られる施設等にふさわしいものであって，かつ，

次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

（１）鹿嶋市広報広告掲載基準要綱（平成２１年告示第１１号）第２条第２項各号

のいずれかに該当するもの 

（２）鹿嶋市広報広告掲載基準第３条各号のいずれかに該当するもの 

（３）法令等の規定に違反し，又は反するおそれのあるもの 

（４）市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの 

（５）通常使用する漢字，片仮名，平仮名，アルファベット又は算用数字により表

記することができない特殊な字体を使用したもの 

（ネーミングライツを付与する期間） 

第６条 ネーミングライツを付与する期間（以下「付与期間」という。）は，原則と

して３年以上５年以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認める場合は，施設等の性

質等に応じた付与期間を設定することができる。 

（公募） 

第７条 ネーミングライツ事業は，次に定める方法で公募により実施する。 

（１）市のホームページ，広報かしま等により広く行うものとする。 



（２）ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項を記載した募

集要項を別に定めるものとする。 

（ネーミングライツパートナーの申込み） 

第８条 ネーミングライツパートナーになろうとする事業者（以下「申込者」という。）

は，ネーミングライツパートナー申込書（様式第１号）に，次に掲げる書類を添え

て，市長に提出するものとする。 

（１）申込者の概要を記載した書類 

（２）定款，寄附行為その他これらに類する書類 

（３）登記事項証明書 

（４）印鑑証明書 

（５）最新年度の事業計画書 

（６）直近３か年度分の決算報告書（貸借対照表，損益計算書等）及び事業報告書 

（７）国税及び地方税に未納がないことの証明書（直近１年分のもので，発行日か

ら３か月以内のものに限る。） 

（８）その他市長が必要と認めるもの 

（審査委員会の設置） 

第９条 ネーミングライツ事業に係る審査を行うため，鹿嶋市ネーミングライツ審査

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は，公募を行う施設等を所管する部の部長等５人以上１０人以内を

市長が任命する。 

３ 委員会に委員長を置き，ＤＸ・行革推進室長をもって充てる。 

４ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

５ 委員会に副委員長を置き，ＤＸ・行革推進室課長をもって充てる。 

６ 副委員長は，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

７ 前各項に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 

 （会議） 

第１０条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が議長となる。 

２ 委員会の会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会は，次に掲げる事項について審査を行い，ネーミングライツパートナーと

しての適格性を審査する。 

（１）ネーミングライツ料，期間等の契約条件 

（２）希望する愛称 

（３）経営の安定性及び社会貢献等への取組 

（４）その他ネーミングライツの実施に必要な事項 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意

見又は説明を求めることができる。 

５ 会議は，非公開とする。 



６ 委員長が必要と認めるときは，委員全員の回議をもって委員会の会議の開催に代

えることができる。 

７ 委員会の庶務は，ＤＸ・行革推進室において処理する。 

（ネーミングライツパートナーの決定） 

第１１条 市長は，委員会の結果を尊重し，ネーミングライツパートナーの可否を決

定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による決定をしたときは，申込者に対し，その旨をネーミング

ライツパートナー審査結果通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（契約の締結） 

第１２条 市は，前条第１項の規定によりネーミングライツパートナーを決定したと

きは，当該ネーミングライツパートナーとネーミングライツ事業に関する契約を締

結するものとする。 

（ネーミングライツ料の納入） 

第１３条 ネーミングライツパートナーは，ネーミングライツ料を年度ごとに一括で

納入しなければならない。ただし，市長が特に必要と認めるときは，この限りでな

い。 

（ネーミングパートナーからの提案） 

第１４条 ネーミングライツパートナーは，施設等の魅力向上に寄与すると認められ

る役務や物品の提供について，市に提案することができる。 

（愛称の表記） 

第１５条 施設等及び案内看板等への愛称の表記は，市とネーミングライツパートナ

ーが協議して決定する。 

（愛称の変更の禁止） 

第１６条 付与期間内における愛称の変更はできないものとする。ただし，市長が特

に必要があると認めるときは，この限りでない。 

（愛称の周知） 

第１７条 市は，決定された愛称について，速やかに関係機関に周知するものとする。 

（契約解除の申出） 

第１８条 ネーミングライツパートナーは，ネーミングライツ事業の継続が困難とな

った場合には，契約の解除を申し出ることができる。 

２ ネーミングライツパートナーは，前項の規定により契約の解除を申し出ようとす

るときは，ネーミングライツ事業契約解除申出書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

（ネーミングライツの付与の取消し） 

第１９条 市長は，ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当すると

きは，ネーミングライツの付与を取り消すことができる。 

（１）市長が指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。 

（２）ネーミングライツパートナーが法令に違反し，又はそのおそれがあるとき。 



（３）ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事態

が発生したとき。 

（４）前条の規定により，ネーミングライツパートナーから契約の解除の申出があ

ったとき。 

２ 市長は，前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは，ネーミ

ングライツ付与決定取消通知書（様式第４号）によりネーミングライツパートナー

に通知するものとする。 

３ 前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消した場合であっても，第１３

条の規定により既に納入されたネーミングライツ料については，返還しないものと

する。 

（費用負担区分） 

第２０条 市長は，ネーミングライツ事業の実施に当たり，市ホームページ，広報か

しま等に係る経費を負担し，その他の費用については，ネーミングライツパートナ

ーが負担するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長とネーミングライツパートナーの協議により，費

用負担区分を変更することができるものとする。 

３ 付与期間の満了及びネーミングライツの付与の取消しに伴う原状回復に必要な

費用は，ネーミングライツパートナーの負担とする。 

（茨城県屋外広告物条例の遵守） 

第２１条 市及びネーミングライツパートナーは，施設等への愛称の表記については，

茨城県屋外広告物条例（昭和４９年茨城県条例第１０号）の規定を遵守しなければ

ならない。 

（契約の更新) 

第２２条 ネーミングライツパートナーが同一の愛称により当該契約の期間更新を

希望する場合は，ネーミングライツ事業更新申請書(様式第５号)に市長が必要と認

める書類を添付して，当該契約の期間満了８月前までに市長に申請しなければなら

ない。 

２ 前項の申請に係る審査，決定及び契約の締結については，第９条から第１２条ま

での規定を準用する。この場合において，様式第２号中「第１１条の」とあるのは

「第２２条第２項において準用する第１１条の」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定により，契約の更新を決定したときは，第７条の規定による公募は

行わない。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか，ネーミングライツ事業に必要な事項は，市

長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は，令和５年８月２８日から施行する。 


